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日中活動系・居住系サービス


①生活介護
	障害支援区分
	月利用日数（日）

	区分3以上（入所は区分４以上）
年齢が50歳以上区分２（入所は区分３以上）
	１か月の日数から8日を差し引いた日数



②療養介護
	障害支援区分
	月利用日数（日）

	区分6（ALS患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者）
	１か月の日数から8日を差し引いた日数

	区分5以上（筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者）
	１か月の日数から8日を差し引いた日数



③自立訓練
（１）機能訓練
	月利用日数（日）
	１か月の日数から8日を差し引いた日数



（２）生活訓練
	月利用日数（日）
	１か月の日数から8日を差し引いた日数



④就労移行支援
	月利用日数（日）
	１か月の日数から8日を差し引いた日数



⑤就労継続支援
（１）A型
	月利用日数（日）
	１か月の日数から8日を差し引いた日数



（２）B型
	月利用日数（日）
	１か月の日数から8日を差し引いた日数



⑥施設入所支援
	月利用日数（日）
	１か月の日数




⑦共同生活援助
	月利用日数（日）
	１か月の日数



